平成２０年５月２０日


「宅建業者の抱えるトラブル勉強会」

弁護士　石川　和弘

本日のテーマ　「相続」
１　寄与分（904条の２）
（問）長男の妻が、長年にわたり、被相続人を介護してきた

　ア　要件

1 労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、

被相続人の財産の維持または増加に

2 特別の寄与をした

3 相続人

　イ　申立権者（アの③）

1 夫の履行補助者説

2 夫・妻同視説（東京高決H元12.28）

3 妻の意思を尊重した判例（東京高決S54.2.6）

→「子に有利にしてください」

→　906条「一切の事情」

　ウ　算定

1 雇用契約や委託契約があった場合の相当賃金ないし報酬

2 相続財産から遺贈の額を控除した額が上限
２　特別受益（903条）
　（問）先妻とその子２人、後妻とその子１人

　　　　先妻の子２人は大学を卒業させてもらい、独立資金をもらった

　　　　後妻とその子は、死亡退職金と生命保険を受け取った

　ア　特別受益ある場合の処理

　　　「持ち戻し」→相続財産に含まれる扱いをする

　イ　特別受益と扱われるか？

1 遺贈

2 婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与

· 持参金

· 挙式、新婚旅行の費用

· 新居の土地家屋購入

· 事業資金

· 学資

3 生命保険

　Ⅰ　考え方

　　　相続なのか否か

　Ⅱ　受取人の表示

　　ⅰ　具体的な表示ある場合
　　　　相続ではない

　　ⅱ　「相続人」との表示

　　　　相続ではない（最判S40.2.2）

　　　　相続分の割合による分割債権（最判H6.7.18）

　Ⅲ　受取人死亡の場合

　　　　受取人の相続人が、相続ではなく取得（商法767条）

　Ⅳ　実務上の運用

　　　　死亡時の解約返戻金相当額を特別受益として話し合うという運用をする裁判官あり

4 死亡退職金

　Ⅰ　国家公務員

　　　　相続ではない（最判S55.11.27）

　Ⅱ　地方公務員

　　　　相続ではない（最判S58.10.14）

　Ⅲ　私企業

　　　　相続ではない

　Ⅳ　持ち戻しを認めるか

　　　　Ⅰ～Ⅲのいずれも遺産には属さないものではあるが、「実質は遺産に属する」「遺贈に準ずる」などとして特別受益とみるのが一般

· 退職金の法的性格→法規、規定をみて

１　功労金

２　賃金の後払い

３　生活保障

1 　民法とは異なる範囲・順位を定める規定により病院職員の遺族に　　支払われた退職金（広島高裁岡山支部決S48.10.3）

→　遺産ではないが、退職金は賃金の後払いであり、実質は遺産に属する

2 　銀行が「遺族のうち適当と認める者」に支給すると定める規定に基づく特別弔慰金（神戸家審S43.10.9）
→　遺産ではないが、生活保障的性格をもつから共同相続人間の公平を考慮する必要があるところ、被相続人は、自分の死亡により遺族が特別弔慰金を受けることを承知してその職にあった者であるから、遺贈に準じたもの

　　　Ⅴ　持ち戻しの額

　　　　　基準はない。個々具体的に考える。

３　対象財産→手続選択の問題
Q１　相続人３名A,B,C

　　　　アパート①　家賃収入、新入居者からの権利金をAが独占

　　　　アパート②　死亡半年前に類焼、500万円の保険金　Aが預かり

　　　　車　　　　　死亡後Aが勝手に100万円で売却

· 遺産から発生した収益・果実

· 相続開始前に発生→遺産そのもの→遺産分割の対象

· 相続開始後に発生→遺産ではない→物権法上の共有

　　　　　　　　　　　　　　　　→全員の合意あれば分割対象

· 代償財産→全員の合意あれば分割対象

Q2　遺産分割協議書に基づき単独登記

　　偽造か否かで争いあり

　　→　方向性を決める

　　ア　処分禁止の仮処分＋移転登記一部抹消登記手続訴訟

　　イ　遺産分割協議無効確認または全員の合意解除をしてから話し合い

４　分割の方法

　ア　現物分割

1 一筆の土地

→　分筆に地籍測量図が必要

→　境界線の明示には、相続人全員の協力（立会い等）が必要

2 建物

→　区分所有構造でなければ不可能

イ　代償分割

1 無資力のリスク

Ⅰ　代償金の支払い不履行を理由とする遺産分割の解除はできない（最判元2.9）

　　→　最終的には競売申立しかない

Ⅱ　支払義務者が売却処分して、その代金から代償金を支払おうとすると売却益に課税される（原則として譲渡所得税30％、住民税９％）

2 分割払いはOK
但し、リスクがあるので、利息、期限の利益喪失約款、保証人、抵当権など

3 居住利益論

分割対象不動産の評価から居住利益を控除し、代償請求の価額を低く抑える

　→　現在の実務では否定的

　ウ　換価分割

1 審判における競売

2 調停での換価分割の合意

→　調停は終わったけれど、１名でも売却に応じないと未分割のままになる

· 遺産共有と物権法上の共有

　調停実務では、相続分に応じた共有取得をさせたうえ、共同して速やかに売却する、任意売却期限経過後は、単独で競売の申立をすることができるとしておく

　→　これにより、共有物分割訴訟も、端的に競売申立もできる

　エ　共有分割

　　　遺産共有から物権法上の共有になるだけで、共有の状態を解消するには、さらに、共有物分割の手続きが必要→問題の先送り
　　　但し、代襲相続が生じている場合のように相続人が多数の場合、グループ分けするために利用する場合あり

５　不動産の評価の時期と方法

　ア　評価時期　

死亡時説VS分割時説

　　　近時は、分割時説が主流

　イ　評価の方法（合意が得られない場合）

1 宅地

　Ⅰ　財産評価額（相続税）

　Ⅱ　課税標準額（固定資産税）

　Ⅲ　路線価

　Ⅳ　複成原価（再調達原価）

　Ⅴ　不動産鑑定士の評価（調停委員が不動産鑑定士の場合を含む）

2 農地

　Ⅰ　市街地農地

　　　宅地評価－宅地造成費用等

　Ⅱ　市街地周辺農地

　　　Ⅰの80％→時価の50％～60％になる

６　遺言書の取扱い

７　遺留分減殺請求

８　遺産分割後の登記未履行
（問）相続人A・B２名（法定相続分２分の１ずつ）。

分割協議により、土地をAが単独で取得。但し、Aが登記せず。

Bの債権者Xが、土地の持分２分の１を差押

この差押は有効か？

　ア　177条の適用あるか

　　　ある（最判S46.1.26）

　イ　どのような法律関係になるか？

　　①　X・B間　　Xの勝ち

　　②　A・B間　　911条による損害賠償請求

９　相続人の不存在

　ア　債権者からの競売申立の前提としての相続財産管理人選任

　イ　特別縁故者への分与

10　遺言執行者の役割
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